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向島市営住宅の空き住戸を活用した居住支援事業の実施 

 

 京都市では、福祉事業者等と連携して、向島市営住宅及び洛西北福西市営住宅

の空き住戸を使用した「障がい者グループホーム」や「若者の居場所・支援拠点」

を開設するなど、多様な方々の住宅確保や生活支援等に繋がる福祉的な活用に

取り組んでいます。 

 この度、向島市営住宅の空き住戸を活用し、居住支援事業を開始します。 

 

 １ 活用団地及び戸数 

⑴  活用団地  

向島市営住宅１０街区（京都市伏見区向島鷹場町７４番地１１） 

  ⑵ 戸数 

５戸 

 

 ２ 活用概要 

⑴ 事業開始日 

令和７年３月１日（土） 

⑵ 活用事業者 

Renovator 株式会社（代表取締役 松本 知之） 
（所在地：京都府京田辺市山手南４丁目７番３） 

  ⑶ 活用内容 

    居住支援事業 

・ 中・高年単身者や子育て世帯（母子世帯）、障害者など、様々な事情に 

より住宅確保が困難な方に対し、住戸の提供を行うとともに、社会的な 

自立に向けた相談・支援を実施。 

・ フードバンク京都（食料支援団体）と連携し、月１回程度、食品等の

支給支援を実施。 

 

以上 

 


